
仙地裁総第581号

（訟ろ－10）

平成28年10月4日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書（追加）

仙台地方裁判所

平成28年9月6日付け仙地裁総第516号「裁判所職員に対する加害行為
等に関する報告書」について，下記のとおり追加報告する。
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）神戸地方裁判所
■■一一－

I1行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設物品等の製損等

口文書偽造，官職名等の不正使用

■逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）
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’法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内
〈

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
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その他（ ）
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I I
被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（ ）

５
口
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

■
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7行為に至る経緯

■汝のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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－－

判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

『

(丘名）前橋地方裁判所

’１
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|張り紙’ |が’
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それ以外の者に対する加害 貼られた。

張り紙）（
’2行為の日時’

’3

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内
､

住居（官舎を含む。 ）

その他（ ）

4行為者

事件関係者
■

傍聴人

不明 ’

その他（ |）

被害者，被害施設等 ’く 5
■■■■■■

、

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者 ’
傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設
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６
■Ｉ 行為の態様及び被害の状況次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’

’

定司
7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予

－

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応，

■次のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 和歌山地方裁判所
－

_一＝■

■行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

一
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口追完予定

一■■■’

口別紙のとおり

■~ －

’

■
8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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福島地裁総第98

（庶ろ－0

平成28年1 （)月1

2号

4）

4日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(7月5日付け福島地裁総第632号に対する追力ﾛ報告）

福島地方裁判月

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
□それ以外の者に対する加害

口 自殺

口施設
タ
ー

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

2 行為の日時

3 行為の場所

口法廷

周辺

，

口庁舎内

審判廷又はその

口裁判所構内

口住居（官舎を含む。 ）

□その他（ ）

4 行為者

口事件関係者

口傍聴人

口不明

□その他（ ）



’ ’
被害者，被害施設等

裁判官
その他の職員
司法修習生

事件関係者
傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（
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行為の態様及び被害の状況
次のとおり 口別紙のとおり
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口 ロ追完予定

行為に至る経緯
次のとおり

７
□ 口別紙のとおり 口追完予定

裁判所の対応，そ6

次のとおり

その

■

結果等の行為後の事情

口別紙のとおり
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

瞠遙』
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■■

■ I行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺，自傷

施設,物品等の損壊等

文書偽造,官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）
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6行為の態様及び被害の状況

■吹のとおり 口別紙のとおり ’口追完予定

平成28年9月28日付 庶務課長作成の報告書記載のとおりけ

7行為に至る経緯

■次のとおり

平成28年9月28日付け’

口別紙のとおり 口追完予定

嚴務課長作成の報告書記載のとおり

裁判所の対応,その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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平成28年9月28日

横浜地方裁判所事務局長殿

’

I庶務課長

破損等について（報告）
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名)横浜地方裁半

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺，自傷

施設,物品等の損壊等

文書偽造,官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり
’

口追完予定

上記｢行為の概要｣柵及び9月20日付け小早川執行官作成の’ 1記載のとおり。

行為に至る経緯

次のとおり

７
■ 口別紙のとおり 口追完予定

－

上記｢行為の概要｣欄及び9月20日付け小早川執行官作成α君一 ■記載のとおり。

8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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平成28年9月20日
横浜地方裁判所

執行官小早川健●
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）京都地方裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定 ’

ｌ
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一

行為に至る経緯

次のとおり
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■次のとおり

その結果等の行為後の事情
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名）京都地方裁判所

一一一一 L

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （

行為の日時’
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

一

’
与一÷一▲戸

1

行為に至る経緯

次のとおり

7

二」 口別紙のとおり 口追完予定

’

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

次のとおり 口別紙のとおり

８
■
’

口追完予定

H§mEEpKh印‘Ⅱ

’

’

’
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(最総一）
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

庁 神戸家庭裁判可

て
、

ノ

Ｉ

(‐
、
ｊ
ノ

1 行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

一
一
二
一

I
■

｜
’

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ － －－－－一
■■■ －－ 議員の生命又ほ身
体に危害を加える旨告知し，脅迫する行為を
行った。

2行為の日時■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■
3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■■■■)

係者

）

者
関
人
他

為
件
聴
明
の

行
事
傍
不
そ

４
■
■
■
■
■
■
■
■

｜
｜
↑

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族
●

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■■■■）



6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり ロ別紙のとおり □

一
ｌ
Ｏ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｂ
■
■
■
‐
Ｉ
ト
ー

Pーr＝一 一

一

－－

－－

I

7行為に至る経緯

口次のとおり ■別紙 のとおり 口追完予定
｡

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

て ｜
’『

－■■■■■■■■■－ －

F 申口

’ ’
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=一重ロニーLd－ー土四 L‘ 」 ロー一 － －－
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(別紙）
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

ぐ

《

~ﾉルォ
ー

~ﾉルォ
ー

~ﾉルォ
ー
／／／

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

■それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
，
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

□・逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

Ⅱ
■ﾛ■

■
一

I
ロ

I
が
■

一
一
一
一

｜

■

｡心

2行為の日時■■■■■■■■■■’
3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■■■■■■■■■）

｜

4行為者

事件関係者
Q

傍聴人

不明

その他 ）

｜
｜
口

5被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等
■

その他（■■■■■■■■■■）

｜
’



'6行為の態様及び被害の状況
■孜のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

｜
’

’ ’

’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり □ 追完予定

| －－ ’
｜
却一

Ｉ
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－ －－
－

’

9備考

’
’

(最総一）
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福島地裁総第1031号
（庶ろ－04）

平成28年10月27日

裁判所j職員に対する加害行為等に関する報告書

福島地方裁一判所

■
■
Ｉ

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）

１
■
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
■
□

|脅遁をした。向かって，

（

2行為の日時 ’ ’
一一－

3行為の場所

法廷，審判廷又はその

周辺

庁舎内
裁判所構内
住居（官舎を含む。 ）
その他（ ）

（ 行為者

事件関
傍聴人
不明

その他

4

係者

（ ）

h ,'･

－

i際彊屋勧 3

‐臨劇

即…



被害者，被害施設等
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者
傍聴人

職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他一）

’5
■■■■

I

’
’
1

行為の態様及び被害の状況
次のとおり ■別紙のとおり

６
□ 口追完予定

行為に至る経緯
次のとおり

7

□ ■別紙のとおり 口追完予定

裁判所の対応，

次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり 追完予定□

１
１
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’
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(別紙）

6行為の態様及び被害の状況

7行為に至る経緯

6及び7について，孜のとおり

－－ ’

’

’

’

I ’

’

’

一~－－~－－－－－~－ ｜

’

’

|~ ？ 一 ｜阿部正夫地裁総務課長及

び佐久間誠地裁総務課課長補佐力目 ｜の対応に当たった｡ ｜ ‐ ’
－

’

’ ’

’

’

｜
｜ ’

｜了 |阿部正夫総務課長が， |佐久間総務課課長補佐が対

1
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応に当たった。

’
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（平成28年8月10日付盛地家裁総第803号による報告に対する追加）

て

〔

0.

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

2行為の日時

3行為の場所

口法廷，審判廷又はその周辺

口庁舎内

口裁判所構内

口住居（官舎を含む。 ）

□その他（ ）

4行為者

口事件関係者

口傍聴人

口不明

□その他（ ）

5被害者，被害施設等

口裁判官

□その他の職員

ロ司法修習生

口事件関係者

口傍聴人

口職員の家族

口庁舎

口住居（官舎を含む。 ）

口裁判所のその他の施設

口物品，文書等

□その他（ ）
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’
行為の態様及び被害の状況

吹のとおり 口別紙のとおり

６
口 口追完予定

行為に至る経緯

次のとおり 口別紙のとおり ロ追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

口孜のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

9 備考

上
’

I
’

(最総一）


